
 

上尾市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。  

令和８年１月２９日    

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市規則第１６号  

上尾市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規

則  

第１条  上尾市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和３９年上尾

市規則第６号）の一部を次のように改正する。  

  第１４条第１項第１号中「１００分の１１５を超え１００分の１２５」

を「１００分の１１７．５を超え１００分の１２７．５」に改め、同項第

２号中「１００分の１０５を超え１００分の１１５」を「１００分の１０

７．５を超え１００分の１１７．５以下」に改め、同項第３号中「１００

分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改め、第４号中「１００分の

９５」を「１００分の９７．５」に改める。  

第１４条の２第１項中「１００分の６０」を「１００分の６２．５」に

改め、第２項中「１００分の５０」を「１００分の５２．５」に改め、第

３項中「１００分の４０」を「１００分の４２．５」に改める。  

第２条  上尾市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を次のよう

に改正する。  

第１４条第１項第１号中「１００分の１１７．５を超え１００分の１２

７．５」を「１００分の１１６．２５を超え１００分の１２６．２５」に

改め、同項第２号中「１００分の１０７．５を超え１００分の１１７．

５」を「１００分の１０６．２５を超え１００分の１１６．２５」に改め、

同項第３号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に

改め、同項第４号中「１００分の９７．５」を「１００分の９６．２５」

に改める。  

第１４条の２第１項１号中「１００分の６２．５」を「１００分の６１．

２５」に改め、同項２号中「１００分の５２．５」を「１００分の５１．

２５」に改め、同項３号中「１００分の４２．５」を「１００分の４１．

２５」に改める。  



附  則  

 （施行期日等）  

１  この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８

年４月１日から施行する。  

２  第１条の規定による改正後の上尾市職員の期末手当及び勤勉手当に関す

る規則第１４条第１項及び第１４条の２第１項の規定は、令和７年１２月

１日から適用する。  


